
道局多摩お客様センター☎0570-091-
101、☎042-548-5110（午前8時30分～
午後8時、日曜日、祝日を除く）へ
エコアクションキャンペーンを 
実施します
　リデュース（ごみの減量）・リユース（再
利用）・リサイクル（再資源化）の三つの
Rを意識し、買い物の際はマイバッグの
持参や、紙パック・食品トレイの店頭回
収、陳列棚の手前から商品を取るなど、
食品ロスの削減にご協力ください。
10月20日㈭午後5時～6時
三鷹駅南口
ごみ対策課☎29-9613

10月25日㈫から 
スポーツ施設などで電子マネー（交
通系ICカード）決済が利用できます
◆電子マネー（交通系ICカード）決済が
利用できるもの
　プール、体育館、テニス場、グラウンド、
学校開放施設、元気創造プラザ内の会
議室などの使用料
◆利用可能な電子マネー（交通系ICカー
ド）決済の種類
　Suica、PASMO、Kitaca、TOICA、
manaca、ICOCA、SUGOCA、nimo�
ca、はやかけん
※現金との併用や、券売機での電子マ
ネーのチャージはできません。
◆券売機などの設置場所
　SUBARU総合スポーツセンター（元気
創造プラザ地下1階受付横）、同センター・
プール（1階プール受付横）、同プラザ1
階受付横、新川テニスコート、大沢総
合グラウンド
※新川テニスコートはテニスの使用料の
み、大沢総合グラウンドはグラウンドの

用途地域などの一括変更の説明会
　資料の説明と個別質問対応（会場参加
者のみ）を行います。
11月11日㈮午後3時～4時30分・7時

～8時30分、12日㈯午後1時30分～3時
※各回とも同じ内容です。

①第二庁舎＝各回20人、②オンラ
イン会議アプリ「Zoom」

10月30日㈰までに必要事項（上
記参照）・参加方法を都市計画課☎29-
9701・ 46-4745・ toshikeikaku�
@city.mitaka.lg.jpへ（第二庁舎は先着
制）
市内の空間放射線量測定結果
　市では、定点観測地点（6カ所）で、地
上5cm・1m地点での空間放射線量を測
定しています。10月4日に実施した測定
では、一般的な目安（毎時0.24マイクロ
シーベルト）を超える場所はありません
でした。詳しい測定結果は、市ホームペー
ジまたは市公式ツイッターからご覧くだ
さい。
環境政策課☎29-9612

税　金
休日納税相談窓口を開設します
10月22・29日の土曜日、23・30日

の日曜日午前9時～午後4時30分
納税課（市役所2階25番窓口）

※当日は窓口での納付や電話相談も受
け付けます。

使用料のみ支払い可能。
（公財）三鷹市スポーツと文化財団☎45-
1111
三鷹市議会議員選挙・三鷹市長
選挙の政治活動用ポスターの掲示
禁止期間について
　三鷹市議会議員選挙および三鷹市長
選挙の立候補予定者（現職を含む）、後
援団体の政治活動用ポスターは、任期
満了日の6カ月前から選挙期日までの間、
選挙区内での掲示が禁止され、掲示さ
れている場合は撤去の対象となります
のでご注意ください。
◆三鷹市議会議員の掲示禁止期間
10月30日㈰～選挙期日
◆三鷹市長の掲示禁止期間
10月29日㈯～選挙期日
※三鷹市議会議員選挙・三鷹市長選挙
の選挙期日については、決まり次第お知
らせします。
選挙管理委員会事務局☎29-9794

令和4年度三鷹市 
空き家等実態調査を実施します
　市内全域の建物を外観目視で現地調
査します。調査員は市が発行する身分
証明書と腕章を携帯し、敷地への立ち
入りや居宅を訪問することはありません。
調査の結果は、今後の空き家対策の取
り組みや利活用などに関する基礎資料
として活用します。
◆調査委託会社　㈱ゼンリン（立川市錦
町3-2-30朝日生命立川錦町ビル2階）
11月1日㈫～12月23日㈮（予定）
都市計画課☎29-9704

お知らせ
三鷹駅前市政窓口臨時休館の 
お知らせ
　空調設備の改修工事に伴い、下記の
日程で臨時休館します。
10月25日㈫～11月13日㈰

※自動交付機は11月10日㈭からご利用
いただけます。
※作業の状況により、休館日時を変更す
る場合があります。
同窓口☎42-5678

マイナンバーカードの受け取りは
三鷹市マイナンバーカードセンターへ
　申請のあったマイナンバーカードは、
同センターで保管しています。交付通
知はがきに「市役所」と記載されている
方も同センターへお越しください。
同センター（三鷹産業プラザ6階）☎

40-0311（月～土曜日午前9時～午後5時、
水・金曜日は7時まで）
点字カレンダーを無料配送します
　点訳ボランティア「三鷹きつつき会」
が作成した来年の点字カレンダーを全
国へ無料配送します。

11月22日㈫までにみたかボラン
ティアセンター☎76-1271へ
上下水道料金の支払い猶予 
受付期間を延長します
　新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入が減少し、一時的に支払いが
困難となった方（法人を含む）の上下水
道料金の支払い猶予期間を最長1年間ま
で延長します。

令和5年3月31日㈮までに東京都水

　新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、原油価格の高騰に直面して
いる運送事業者に対して、事業活動の継続を支援します。
　要件や申請期間など、事業の詳細は市ホームページ（11月1日㈫公開予
定）、または『広報みたか』11月6日発行号をご確認ください。

三鷹市運送事業継続支援給付金
生活経済課☎︎0422-29-9615

　新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している市内事
業者を支援します。
令和3年12月31日以前から申請日現在まで、引き続き市内に事業所を有

する中小企業などで、市が定める事業収入等の減少要件を満たす者
◆給付額　1事業者当たり上限10万円（事業収入等の減少額が10万円未満
の場合はその額）
10月31日㈪（必着）までに必要書類を「〒181-8555生活経済課」へ

※�事業収入等の減少要件や申請書類など、詳しくは市ホームページをご確
認ください。

※�申請書は同課（第二庁舎2階）、市政窓口、三鷹商工会（下連雀3-37-15）
で配布しています。

三鷹市中小企業等特別給付金
生活経済課☎︎0422-24-6241

締切間近！

　新型コロナウイルス感染症などの影響により原油価格の高騰に直面してい
るタクシー事業者に対して、事業活動の継続を支援します。
◆給付対象者
●�道路運送法上の一般乗用旅客自動車運送事業者として許可を受けたタク
シー事業者（法人は市内に本社または営業所がある、個人は市内に住所が
ある）
●�令和4年4月1日以前にタクシー事業を開始し、今後も継続の意思があること
●�市民税・法人市民税を滞納していないこと
※法人には介護タクシー事業者を含みます。
◆給付金額
●��法人タクシー事業者：１事業者当たり、車両1台につき24,000円（上限100
万円）
●�個人タクシー事業者：1事業者当たり30,000円
10月17日㈪～12月23日㈮（必着）に必要書類を「〒181-8555都市交通

課」へ
※申請書類など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
※��申請書は市ホームページから入手できるほか、同課（市役所5階51番窓口）で
も配布しています。

三鷹市タクシー事業者継続支援給付金
都市交通課☎︎0422-29-9709

11 広報みたか　No.1725　2022.10.16 ●市役所電話（代表） ☎0422-45-1151 各部署への直通番号もご利用ください。

※ の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）。

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
� 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

	
	１.	行事・事業名（希望日・コー	 ス・回）
２.	郵便番号・住所
３.	氏名（ふりがな）
４.	年齢（学年）
５.	連絡先（電話番号・	ファク
	 ス番号・メールアドレス）
６.	そのほか必要事項（保育・
	 手話希望の有無など）

申し込み記入例主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場　 講師　
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法　 問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり

　　（下欄※参照）
市外局番「0422」は省略。


